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１．基本計画の基本事項 

（１）緑の基本計画とは 

緑の基本計画とは、都市緑地法第 4 条の規定に基づき策定する「市町村の緑地の保全及び

緑化の推進に関する基本計画」であり、「緑地の保全及び緑化の目標」や「緑地の保全及び緑

化の推進のための施策」などに関する事項を定める、緑とオープンスペースに関する総合的

な計画です。 

都市の緑を取り巻く実状を勘案しながら、将来の入間市にふさわしい姿を求め、市内の緑

地の保全、緑化の推進、都市公園等の整備を総合的かつ計画的に進めていくものです。 

計画の策定に際しては、市民意見の反映や計画内容の公表をするものとされています。 

 

（２）基本計画の目的 

本市のまちづくりのビジョン（将来都市像）である「香り豊かな緑の文化都市」を目指す

ため、本市特有の自然環境を保全するとともに、まちなかにも多くの緑を創出し、自然環境

と調和した持続可能なまちづくりを推進していくことを目的とします。 

 

（３）基本計画の位置付け 

「入間市緑の基本計画」は、「入間市総合計画」を実現するための緑に関するマスタープ

ランとして位置付けられ、「入間市都市計画マスタープラン」や「入間市環境基本計画」など

の関連計画と適合もしくは調和した計画です。 

計画策定にあたり、地域全体の望ましい「緑の将来像」を描き、その実現のために地域特

性を活かした個性ある緑の保全と創出に係る取組みを体系的に位置付け、住みやすく緑豊か

なまちづくりを総合的かつ計画的に進める指針となる計画です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
図序-1 本計画の位置付け 

入間市都市計画マスタープラン 

改訂版 

入間市緑の基本計画 

・埼玉県景観計画 

・第二次入間市環境基本計画 

・加治丘陵さとやま計画 

・入間市森林整備計画 

第 2 次埼玉県広域緑地計画 

第 6 次入間市総合計画 

【６つの基本的視点】 

第１章 つながりを大切にしたまちづくり 

第２章 学びあいのまちづくり 

第３章 ささえあいのまちづくり 

第４章 住みやすく緑豊かなまちづくり 

第５章 活気に満ちたまちづくり 

第６章 安全で安心してくらせるまちづくり 

入間都市計画 都市計画区域の

整備、開発及び保全の方針 
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（４）計画で対象とする緑 

①緑とは 

本計画が対象とする「緑」とは、樹木や草花などのそれ自体が自然環境を形成している

もの及びそれらを含む周辺の樹林地、草地や水面・水辺などの自然的な環境を有している

土地や空間を表します。 

このように市内の緑を広く対象としており、例を示すと、樹林地、草地、農地、河川等

の水面・水辺、公園・緑地、グラウンド、建築物等施設の植栽地、街路樹などを指します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②緑被地とは 

緑被地とは、樹木や草などの植物で覆われている土地を指し、土地被覆上の概念です。

本計画では緑被地の定義に基づき、以下の項目を緑被地および自然面地としました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図序-2 緑の位置付け 

表序-1 緑被地と自然面地の項目一覧 

定　　　　義

樹林地 樹木、樹林に覆われた土地（自然林・人工林を含む）

草地 草に覆われた土地

農地(水田) 農地のうち水田として利用されている土地

農地(畑) 農地のうち畑として利用されている土地

屋上緑地 構造物上に植栽された樹木被覆地、草地等で面的に広がりをもつもの

裸地 グラウンド、駐車場等の人工被覆以外の土地（工事中の裸地も含む）

水面

河川、池などの水面とする。

恒常的に水が溜まっている池（噴水も含む）。
学校、公園のプールは含まない。

自
然

面

地

区　　分

緑
被

地

道路 

緑被地 

自然面地 自然面地 非自然面地 

樹林地 

緑被地 

樹林地 

図序-3 緑被地の概要 
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③緑地とは 

緑地とは、土地利用上の概念で、公園や緑地などの施設として整備された「施設緑地」

と、法令により一定の区域を指定して土地利用を制限する「地域制緑地」に大きく区分さ

れ、さらに以下のように分類されます。 

 

表序-2 緑地の分類 

緑
地 

施
設
緑
地 

都市公園 

都
市
公
園
等 

都市公園 都市公園法で規定するもの 

公
共
施
設
緑
地 

都市公園以外の公園 

（市有※1・市管※2・公開※3） 

市有地公園 

河川・道路占用公園 

緑道・遊歩道       等 

公園に準じる施設 

（市管※2・公開※3） 

加治丘陵保全地 

谷田の泉保全地 

牛沢カタクリ自生地 

さいたま緑の森博物館 

子ども広場・運動場等（民有地） 

市民緑地 

市民の森 

市民農園        等 

公共公益施設植栽地等 

（市有※1・市管※2） 

学校植栽地（公立） 

公共公益施設植栽地 

道路植栽帯       等 

民間施設緑地（民有※4・民管※5） 

学校植栽地（私立） 

寺社境内地（墓地・霊園含む） 

ゴルフ場 

公開空地 

屋上緑化空間（民間）  等 

地

域

制

緑

地 

法令による地域 

緑地保全地域 

特別緑地保全地区 

近郊緑地保全区域 

近郊緑地特別保全地区 

河川区域（河川敷・水面） 

保安林区域 

地域森林計画対象民有林 

農振農用地区域 

生産緑地地区 

県立自然公園 

ふるさとの緑の景観地 

保護樹林        等 

協定 緑地協定        等 

※1「市有」…土地を市・県等が所有している施設 

※2「市管」…市・県等で設置・管理している施設 

※3「公開」…市民に公開されている施設 

※4「民有」…土地を民間が所有している施設 

※5「民管」…民間で設置・管理している施設  
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（５）緑の持つ機能 

緑には、「人々の生活を支える」「地域の歴史と文化を伝える」「生態系を維持する」とい

う 3 つの大きな恵みがあります。その恵みの一方で、生き物であるがゆえに、人間の思惑を

超えるほどの生長、強風時における倒木や落枝、家屋への落ち葉被害などの困難な問題を引

き起こします｡ 

緑の持つ恵みと困難を双方から考え、持続的に機能を発揮できる緑を保全・創出していく

ことが求められます。 

本計画では、緑が持つ機能を以下の４つの視点で捉えています。 

 

■環境保全機能 

植物の光合成や蒸発散作用によって、二酸化炭素

の吸収、大気の浄化、気温の低減効果によるヒート

アイランド現象の緩和など、緑は都市環境を改善す

る役割を担っています。また、公園緑地、樹林地、

河川等はそれぞれ生き物の生息・生育地として生態

系を形成しており、緑の適切な配置により、人と自

然が共生する都市環境を形成することができます。 

 

■レクリエーション機能 

公園緑地は、屋外での運動や遊びの場、散策や休

憩の場となります。丘陵地の里山では、自然観察や

自然体験などの自然とのふれあいの場となります。

市民の余暇活動の多様化に伴い、緑は健康促進やコ

ミュニケーション形成などに対応できる場を提供し

ています。 

 

■防災機能 

公園緑地やオープンスペースは、避難場所として

活用されるなど防災機能を有しています。また、樹

木や緑地は、延焼を遮断する効果もあり、都市に緑

を適切に確保することで、安全性・防災性を高める

ことができます。 

 

■景観形成機能 

緑はまちにゆとりやうるおいを提供し、無機質な

都市空間を和らげる効果があります。また、歴史や

文化に関わる地域固有の緑を適切に活かすことで、

個性と魅力ある景観が形成されます。 
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（６）計画の期間 

計画の目標年次は長期的な視野に立った目標が必要なことから 20 年後とし、また、計画

初年度は平成 31 年度とします。よって、計画期間は平成 31 年度から平成 50 年度（2038

年度）となります。 

但し、計画の中に位置付けられた施策を段階的かつ計画的に実施していくために、10 年

後の平成 40 年度（2028 年度）を中間年度とし、緑の現況調査を行い目標達成状況につい

て確認します。また、5 年ごとには各施策の進捗状況を確認するものとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．計画改定の背景 

緑の基本計画は平成 12 年に策定され（以下、「旧計画」という。）、概ね 20 年が経過し

ています。この間に少子高齢化の進展や人口減少社会への突入により、都市の魅力の減退や

地域コミュニティの崩壊などが懸念されるなど、大きな社会の転換期を迎えています。 

また、都市化の進展に伴う地下水涵養機能の低下や湧水の消失、ヒートアイランド現象の

発生、生態系の変化など様々な環境問題の顕在化をはじめ、成熟社会を迎えて市民の価値観

の多様化によるレクリエーションへのニーズの変化やボランティア活動等への市民参加意向

の高まりなど、緑を取り巻く社会状況は大きく変化しています。 

そのような社会状況や都市環境の変化を踏まえて、平成 29 年に都市緑地法等の一部を改

正する法律が公布されました。（表序-3 「平成元年以降の緑に関する法制度等の制定と改

正」を参照） 

これらの法改正等に伴って、新たな時代に対応した緑の基本計画の改定が必要となりまし

た。  

図序-4 計画の期間 
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表序-3 平成元年以降の緑に関する法制度等の制定と改正 

年 国・県 入間市

平成元年度

平成2年度

平成3年度 生産緑地法の改正
・三大都市圏の特定市において「保全する農地」と「宅地化する農地」に区分

「保全する農地」

 ・生産緑地地区に指定し、長期間農地として管理

「宅地化する農地」

 ・固定資産税の宅地並み課税

 ・相続税納税猶予の不適用により宅地化を促進

平成4年度 ふるさと埼玉の緑を守り育てる条例の改正
平成5年度
平成6年度 都市緑地法の改正

・緑の基本計画制度の創設

・緑地保全地区の指定対象緑地の追加

・緑地保全地区内の土地の買入れ主体の追加

・緑化協定の締結条件を拡充

平成7年度 ふるさと埼玉の緑を守り育てる条例の改正
都市緑地法の改正
・市民緑地制度、緑地管理機構制度の創設

・緑化協定制度を緑地協定制度へ改定

生物多様性国家戦略の策定

第4次入間市総合振興計画の策定

平成8年度
平成9年度

平成10年度
平成11年度
平成12年度 ふるさと埼玉の緑を守り育てる条例の改正 入間市緑の基本計画の策定

入間市環境基本計画(第一次計画)の策定
平成13年度 都市緑地法の改正

・緑の基本計画の記載事項追加

・緑の基本計画策定時に、公聴会等の住民意見を反映させる手続きを追加

・管理協定制度の創設

・市民緑地契約を締結して、管理できるよう制度を拡充

・緑化施設整備計画認定制度の創設

・緑地管理機構の指定の対象に特定非営利活動法人（NPO法人）を追加

入間市都市計画マスタープランの策定

平成14年度
平成15年度 ヒートアイランド政策大綱の策定

平成16年度 都市公園法の改正
・立体都市公園制度の創設

・多様な主体による公園管理の仕組みの整備

・監督処分に係る手続の整備

・借地公園の整備の促進

都市緑地法の改正
・緑地保全地域制度の創設

・緑化地域制度の創設

・地区計画等の活用（地区計画等緑地保全条例制度）

・地区計画等の活用（地区計画等緑化率条例制度）

・管理協定制度の拡充

・市民緑地制度の拡充

景観法の制定
平成17年度 ふるさと埼玉の緑を守り育てる条例の改正

埼玉県広域緑地計画の策定
平成18年度
平成19年度 埼玉県生物多様性保全県戦略 第5次入間市総合振興計画の策定

平成20年度 生物多様性基本法の制定
埼玉県景観条例の施行

平成21年度

平成22年度 第二次入間市環境基本計画の策定
平成23年度
平成24年度 生物多様性国家戦略2012-2020の策定 入間市都市計画マスタープランの改訂

ふるさと埼玉の緑を守り育てる条例の改正
平成25年度 ヒートアイランド政策大綱の改定
平成26年度

平成27年度 都市農業振興基本法の制定 第二次入間市環境基本計画の改訂
平成28年度 都市農業振興基本計画の策定

第二次埼玉県広域緑地計画の策定

平成29年度 都市公園法の改正
・公募設置管理制度（Park-PFI）の創設

・PFI事業に係る設置管理許可期間の延伸

・保育所等の占用物件への追加

・公園の活性化に関する協議会の設置

都市緑地法の改正
・緑地保全・緑化推進法人（みどり法人）制度の拡充

・市民緑地認定制度の創設

・緑化地域制度の改正

・緑地の定義への農地の明記

・緑の基本計画の記載事項の追加

生産緑地法の改正
・生産緑地地区の面積要件の引き下げ

・生産緑地地区における建築規制の緩和

・特定生産緑地制度の創設

第6次入間市総合計画の策定
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３．計画のフレーム 

計画のフレームは次のとおりとします。 

 

（１）計画対象区域 

計画対象区域（入間市全域） 

都市計画区域 市街化区域 市街化調整区域 

4,469.0ha 1,568.4ha 2,900.6ha 

 

（２）人口規模 

年次 
現況 

平成 29 年度末 

中間年次 

2028 年度(平成 40 年度)末 

目標年次 

2038 年度(平成 50 年度)末 

人口規模 148,592 人 約 138,500 人 約 123,600 人 

※将来人口規模は「入間市人口ビジョン 2015（平成 28 年 3 月）」P29 表人口シミュレーショ

ンにおける「a.トレンド」の値を用いています。 

 

（３）計画の対象範囲 

本計画の対象範囲は本市全域（4,469ha）とします。また地区区分は以下のような６

地区とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

地区区分 面積（ha） 

豊岡 733.0 

東金子 581.0 

金子 1,243.0 

宮寺・二本木 932.0 

藤沢 485.0 

西武 495.0 

図序-5 地区区分図 
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４．計画の構成 

 

 

 

 基本計画の基本事項 序
章 

 

 

 

計画改定の背景 

第
１
章 

緑
の
現
況
と
課
題 

緑の現況 
 
○緑被地等の現況 

○市民意識調査 

○旧計画の施策の実施状況 

○旧計画の目標の達成状況 

第
２
章 

計
画
の
方
針
と
目
標 

第
３
章 

計
画
を
推
進
す
る
た
め
の
施
策 

第
４
章 

計
画
の

実
現
に
向
け
て 

緑の将来像：「自然と共生する緑園都市・いるま」 

計画の目標 

緑地の機能別配置方針 

緑地の制度別方針 

計画の基本方針 

１.ふるさと入間の骨格となる緑を守り、育てよう 

２．緑をつなぎ、緑の回廊をつくろう 

３．地域の貴重な緑を守り、育てよう 

４．身近な緑をつくり、増やそう 

５．みんなで緑について考え、行動しよう 

施策の体系と展開 
基本方針１ 

(1)加治丘陵・狭山丘陵の保全 (2)市街化調整区域に広がる農地の保全 

(3)河川環境の保全 

基本方針２ 

(1)エコロジカルネットワークの推進 

(2)入間の緑を楽しむネットワーク形成の推進と活用 

基本方針３ 

(1)平地林・斜面林の保全 (2)地域のシンボルとなっている樹木の保全 

(3)市街地の農地の保全と活用 (4)公園の維持管理・運営の充実 

(5)生物多様性の確保に貢献する緑の保全 

基本方針４ 

(1)新たな公園の整備 (2)街路樹等の整備の推進 

(3)公共施設緑化の推進 (4)民間施設緑化の推進 

基本方針５ 

(1)緑に関する知識と理解を深める  

(2)市民協働のしくみづくり 

 

計画の実現に向けて 
○施策の推進プログラム 

○計画の推進体制 

○計画の進行管理 

計画のフレーム 

緑の評価 
○環境保全機能 

○ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ機能 

○防災機能 

○景観形成機能 

○総合的な評価 

緑の課題 
○骨格となる緑の保全の課題 

○緑のネットワーク化の課題 

○地域の緑の保全と活用の課題 

○緑の創出の課題 

○緑の活動の充実に関する課題 


